
金
滞
古
蹟
志
巻
十
九

守
る
に
、
開
基
檀
那
紳
戸
識
人
は
、
前
田
右
近
勝
監
秀
穂
君
内
室
の

甥
に

τ、
秀
織
君
及
び
子
息
又
・
次
郎
君
に
奉
仕
し
‘
今
石
動
に
居
た

り
。
永
僻
寺
は
又
次
郎
の
建
立
に
て
、
清
庵
は
誠
人
の
弟
也
。

O
華
織
山
開
穂
寺

曹
洞
宗
也
。
貞
享
二
年
の
由
来
書
笠
宮
ふ
。
蛍
寺
開
基
、
寛
正
元
年
珠

臨
融
和
倫
建
立
。
長
如
賂
先
祖
牌
所
能
州
国
鶴
演
に
有
v
之
鹿
‘
逮
所
故

忌
日
之
参
諦
難
v
成
に
付
、
利
常
卿
へ
訴
訟
被
昌
申
上
一
鹿
長
十
七
年
石

川
郡
泉
野
寺
地
拝
領
之
詮
印
被
v
下
、
長
家
先
祖
之
依
牌
立
置
、
代
々
・

参
穏
有
v
之
。
と
あ
り
。
勉
尾
記
に
云
ふ
。
開
締
寺
は
元
と
越
中
高
岡
の

西
北
に
賞
り
、
開
蹄
寺
屋
敷
と
云
ふ
蕗
に
在
り
し
也
。
共
時
の
観
音
今

倫
遮
れ
り
。
利
常
卿
一
園
陀
開
締
と
い
ふ
寺
械
の
寺
た
く
て
た
ら
ざ

る
事
と
の
命
に
て
、
高
岡
よ
り
金
津
へ
引
越
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
。
共

時
の
隼
書
今
倫
寺
に
停
来
す
。
さ
て
右
移
縛
の
頃
、
従
来
安
置
せ
る

観
世
音
動
座
注
し
が
た
き
と
の
告
あ
り
。
依
て
替
地
に
越
し
た
り
と

い
ひ
停
へ
た
り
。
金
揮
に
て
の
寺
地
、
初
は
木
新
保
に
建
立
、
後
長
氏

の
邸
内
米
倉
よ
り
三
輪
藤
兵
衛
の
邸
地
へ
か
け
寺
地
に
成
し
、
愛
に

あ
り
し
か
ど
、
鹿
長
十
七
年
此
地
長
氏
へ
賜
は
る
に
付
、
泉
野
玉
泉
寺

の
並
に
於
て
.
二
千
五
百
歩
を
賜
ふ
と
い
へ
ど
も
、
指
支
の
事
あ
り

申
渡
候
。
右
之
通
寺
枇
御
奉
行
へ
も
相
建
候
之
僚
、
左
様
御
心
得
可
v

歩
成
候
。
恐
怯
謹
言
。

十
二
月
七
日

奥
村
河
内
柴
明
判

奥

村

因

幡

剥

長
九
郎
左
衛
門
様

乍
恐
申
上
候
。

一
、
開
締
寺
と
申
寺
者
、
繭
御
邸
候
付
而
殿
様
被
品
開
召
上
一
最
前
者

木
新
保
町
民
御
屋
敷
拝
領
仕
罷
在
候
底
民
、
彼
地
侍
家
屋
敷
に
罷
成

候
拘
罷
立
申
候
。
共
後
三
輪
法
受
下
屋
敷
之
裏
に
御
屋
布
拝
領
仕
、

寺
立
申
候
用
意
ま
で
先
師
被
v
仕
候
得
共
、
此
屋
敷
を
も
御
用
之
由
に

て
指
上
申
候
。
共
後
屋
敷
無
ι
御
座
-
候
付
而
.
営
分
長
丸
郎
左
街
門
下

屋
敷
之
内
を
少
借
用
候
而
罷
在
候
。
寺
及
=
大
破
-
申
付
而
、
遺
作
を
も

仕
度
奉
v
存
候
。
作
事
進
畢
候
は
官
、
江
湖
を
も
執
行
可
v
仕
覚
悟
に
御

座
候
。
今
之
分
に
而
者
屋
敷
せ
ば
く
‘
寺
作
り
申
事
も
不
自
罷
成
-
致
=

迷
惑
-
候
。
御
慈
悲
を
以
.
御
屋
敷
被
v
震
v
致
昌
拝
領
-
候
者
、
難
v
有
可
v

奉
v
存
候
御
事
。

一
、
御
屋
敷
於
v
可
v
被
v
致
=
拝
領
-
者
、
野
町
玉
泉
寺
と
並
に
罷
在
申
桜

花
、
左
之
方
明
地
之
内
を
以
、
五
十
間
四
方
拝
領
仕
度
候
。
何
茂
寺

金
滞
官
績
志
巻
十
丸

五
回

て
、
更
に
今
の
地
を
ぽ
長
如
庵
よ
り
願
は
れ
、
愛
に
議
立
し
今
に
至

る
。
長
氏
は
能
州
国
鶴
演
の
東
嶺
寺
を
牌
所
と
し
、
如
庵
等
の
境
基

あ
り
し
か
ど
、
寛
文
十
一
年
能
登
の
領
地
を
被
a
a
H
上
一
家
士
等
皆
金

津
へ
搬
宅
せ
し
ゅ
ゑ
、
如
庵
の
時
の
由
縁
を
以
て
、
開
締
寺
を
僚
に

菩
提
所
と
は
な
し
た
り
と
い
へ
り
。
開
蹄
寺
に
滅
す
る
古
文
書
の
潟

如
v
左。

上

賞
地
開
蹄
寺
屋
敷
之
儀
、
家
中
下
屋
敷
に
相
渡
候
付
而
、
理
被
v
申
候

僚
、
第
a
替
地
-
木
新
保
之
内
以
可
v
然
所
、
十
五
聞
に
二
十
閑
之
分
可
a

相
渡
-
者
也
。

慶

長

十

七

年

二

月

十

八

日

利

光

制

演

野

勝

監

殿

河

原

兵

庫

殿

西
村
右
馬
助
殿

石

川

茂

平

殿

野
村
五
郎
兵
衛
殿

御
紙
令
昌
拝
見
-
供
。
仰
曹
洞
宗
開
締
寺
拝
領
屋
敷
之
儀
、
御
紙
面
之

遇
、
先
日
自
=
江
戸
-
申
来
付
而
、
屋
敷
御
奉
行
方
へ
早
速
打
渡
候
様

巴

屋
敷
之
儀
は
右
之
歩
数
ほ
ど
被
v
設
=
窓
口
領
-
鉢
に
御
座
候
。
以
上
。

正

保

四

年

八

月

廿

二

日

開

締

寺

等

育

制

前
回
出
雲
守
殿

臭
村
河
内
守
殿

横
山
左
衛
門
尉
殿

長
九
郎
左
衛
門
殿

祢

仲

間

玄

饗

殿

葛

巻

誠

人

殿

裏

書
右
表
書
之
屋
敷
、
玉
泉
寺
渡
磁
之
内
を
以
、
千
五
十
歩
可
v
被
a
相
波
-

者
也
。

熊
谷
久
右
衛〆
門
殿

臭

内

判

葛

人

制

滞

審

判

横

左

衛

門

判

長
九
郎
左
衛
門
判

前

出

雲

判
玄隼河

五
五




